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平成28年度第１回長野県福祉サービス第三者評価推進委員会議事録 

 

 

1 概 要 

（１）日 時 平成 28年７月 11日（月）午前９時 30分～正午 

（２）場 所 長野県庁３階特別会議室 

（３）出席者:中島豊、岡田賢宏、桜井記子、宮下孝子、和田てる子、手塚都子、 

礒野有樹子、松井幸夫、清水富子（順不同敬称略） 

（４）事務局:地域福祉課福祉監査担当 

 

２議事録 

（１）長野県福祉サービス第三者評価基準（保育所）の改正について 

（２）長野県福祉サービス第三者評価事業評価結果取扱要領の改正について 

 

中島委員長 それでは、これより私が議事を進行させていただきます。スムーズな進行が

できますよう皆様のご協力をお願いいたします。 

最初に会議事項（１）長野県福祉サービス第三者評価基準（保育所）の改正について、

及び会議事項（２）の長野県福祉サービス第三者評価事業評価結果取扱要領の改正につ

いてを一括してご協議願います。事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局 資料１・別添資料・資料２の説明 

 

中島委員長 ありがとうございました。 

資料１のところから見ていきますと、２の評価基準の体系で、１が評価基準の体系と

構成、（１）評価基準の体系で、今度、内容評価基準が加わったわけですね。それから２

の、国の主な改正点というところでは内容を整理統合して、少なくなっているところも

あるというわけですね。 

（３）番目の評価基準の設定、ａ、ｂ、ｃの表記の仕方、あるいは考え方といいましょ 

うか、それが大きく変わった印象を持ちます。３番目は長野県の独自基準です。 

まず１のところで、皆様からのご質問、ご意見等があれば伺いたいと思いますが、い 

かがでしょうか。 

岡田副委員長さんから少しその背景というんでしょうか、説明をしていただいたほう

がいいと思うんですが。 

岡田副委員長 資料１の一番最初の改正の経過というところに、１行目の後半から書いて
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ある、平成26年４月１日付け通知の全部改正というのがありまして、これが、これ厚生

労働省のほうでかなりａ、ｂ、ｃの結果にばらつきがある。評価機関によってオールａ

をつけるようなところもあれば、ｂとｃのほうが多いところがあって、業界内でもこの

ａのところはどうしてなのみたいなところとか、かなりａ、ｂ、ｃの評点については議

論がずっと重ねられて批判もされてきたわけなんです。 

２ページ目のところに（３）、国としては判断基準というか判断水準という言い方をし

ていますけれども、今までのａ、ｂ、ｃというのを全体的に、誰が読んでも、誰が見て

もａというのは大体こういうことだろう、ｂというのはこういうことだろうというとこ

ろを一つ一つの評価項目ごとのａ、ｂ、ｃというよりは、インターネットにも載るわけ

ですから、全体としてどういうａ、ｂ、ｃという読み方をすればいいのかということで、

新判断基準に書いてあるような、国の示しているものと同じもの、長野県でもお示しさ

れていますけれども、そういったことになっています。そうすると、ａというのが非常

に、まあ高いレベルのものになると、ｂというのが、ｂを見ていただいたほうがわかり

やすいと思いますが、ｂというのがａに至らない状況ですので、多くの施設、事業所の

状態ということで。通常、どことも同じような取り組みをしていたらｂになるというと

ころですね、ここが非常に大きな変更点になるんだと思います。で、ａに向けた取り組

みの余地がある。少しでもａの評価になる余地があればｂになるというようなことで、

ｂにかなり収れんされるというようなことになると思います。 

ちなみに社会的養護関係施設の第三者評価はこういうようなａ、ｂ、ｃの設定があっ

て、実際、ふたをあけてみて、社会的養護関係施設は平成24年から26年の３年間、もう

既に１回、３年間に１回の受審義務ということで動いた関係で、大体、ａ評価が一つの

児童養護施設で評価項目ａ、ｂ、ｃを割合で見てみると、大体、ａ評価が35％ぐらい、

ｂ評価が55％ぐらいで、ｃが、その残りですから約10％ぐらいというような、そんな分

布になっています。これ非常に、今回改正すると大きな影響が出てくると思いますね。

そういうようなところに、社会的養護関係施設の動きと全国の動きを、長野県のバージ

ョンでも実施するというようなことでまとめられたんだと思いますので、そういった解

説をさせていただきました。 

中島委員長 評価機関の側からすると、この改正というのはどんな印象をお持ちになりま

すか、清水委員さん。 

清水委員 社会的養護の関係でもう、この保育所でやる評価基準でやらせていただいてい

ます。最初はちょっと慣れなかったのですが、やっている中で、その着眼点を全て実施

していてもまだまだ、やっぱり努力をしていただきたいという面が感じられるところは

ｂという形で評価させていただいています。そして具体的にコメントのところで、こん

なところをもう少し頑張っていただきたいみたいなところを書かせていただいたりとか、

きちんとできているところは評価させていただいて、あとこういうところということが

書きやすい判断基準ではないかとは思っています。 
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今までだと本当に全て実施していればａ、していなければｃということなので、ａを

つけても本当にａかなと、内容的なところを見ると疑問があった面がありますので、そ

ういう意味では、内容をきちんと調査者も見ていける、それから多分、受けられる方も

内容をきちんと見ていただけるのではないかなというふうには思います。 

ですので、高齢者のほうの施設も新判断基準で一本化してやっていっていただくと、

調査者としてはやりやすいかなとは思っております。 

中島委員長 そのほか、皆さんいかがでしょうか。新判断基準の書き方といいますか、私、

日本語としてこなれていないと思うんですよ。よりよい福祉サービスの水準・状態、そ

のことを目指す際に目安とする状態というのは、具体的に何を指すのかというのが、国

の委員会でいろいろお考えになってこういうふうになったとは思うんですけれども、初

めて受ける方々がスッとわかってもらえるかどうかちょっと不安感をもちます。ただそ

の分は説明が十分されれば、今の清水委員さんのお話なんかで言うと、大丈夫なのかな

という印象は持つんですけれども、その点、岡田副委員長さんはどうでしょう。 

岡田副委員長 やはり先ほどらいでている社会的養護関係施設がこれに非常に酷似した、

ａ、ｂ、ｃの判断水準というのをつくったんですけれども、ａがちょっと違うんですね、

言い回しが。社会的養護関係施設の場合は、第三者評価の基準をつくるのと同時に各施

設、例えば児童養護施設だったら児童養護施設の運営指針という指針をつくったんです。

その指針が非常に高いレベル、一言でよく表現するんですけれども、子供たちに当たり

前の生活を保障しようというような、そういう非常に高いレベル、なかなか当たり前の

生活を保障するのは難しいですよね。本来であれば、子供たちは当然、生まれながら両

親、あるいは保護者とともに生活をするということが当たり前の生活だと思いますが、

それが何らかの形でできない状況で、今、施設の生活、入所、措置ということで余儀な

くされている。ただし、やっぱり目指すべきものは当たり前の生活だろうということで、

社会的養護関係施設のａ評価の場合はなるほどということで、運営指針に目指している

ところに要は到達している状態、そこに達している状態のほうがというようなことなん

です。 

保育園の場合は、まだ保育所指針とどれだけリンクしているかというと、当然、前提

としては各評価基準はつくってはあるんですけれども、必ずしも一緒につくってきた経

緯がありませんので、なので、ここに書いてあるようなａ評価の言葉になっている。特

に、結構批判があるのは、目安とする状態というのがわかりづらいんです。もう目標と

書けばいいんじゃないか、そういうような、非常に目標を達成している状態みたいなこ

とだと、非常に高いレベルだということがわかるんですけれども、そこが少し確かに、

全国的なこのａ評価の表現としてはそういうことなんですが。 

なので、捉え方とするとｂ評価の、ここに３つの状態というか状況が書いてあります

ので、それを上回るようなことがないと、なかなかａがつかないというような、そんな

説明になりますね。 
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中島委員長 宮下委員さん、社会的養護の評価を受けてこられたわけですが、その点、何

かコメントがあればお願いします。 

宮下委員 そうですね。旧判断基準のほうが、確かに受ける側は、はっきりしているとい

う言い方はないですけれども、いっていなければそれはそれでｂ評価なんだというふう

には見えるんですけれども。中で、やっぱり、ａ評価であろうとｂ評価であろうと、で

も、こういうところは非常に頑張ったりとか、やったりしているんだけれども評価とし

て見れない、見てもらえないという枠というのがありまして、そういう部分をきちんと

評価してもらえる対象としてやってもらえるなら非常にいいのかなという。文章とか、

書いてあるものだけでなくてというところが非常にありますので、そういうものをやっ

ぱり養育しているとか、している中で評価してもらえて、お互いに意見を言い合うとか、

もっとこういうところが必要だという話ができるようなものになっていけばいいかなと

いうふうに思いますけれども。 

保育園でと言うと中々、実際保育園自体、受けている数が少ないという現状がありま

すので。まあ新しく変わって、皆さんが使いやすいかどうかというところ、ちょっとこ

れからの課題なんじゃないかなと思いますけれども。施設とすれば、そんなふうに思っ

ています。 

中島委員長 社会的養護の中では、コメント欄も設けて、ありますよね。 

宮下委員 そうですね。結局、結果だけというか、丸だけが全てではないんだということ

を書かれている部分は非常に参考になるというか、そういう意味でいいとは思います。 

中島委員長 それから、今の岡田副委員長さんお話の中で、新判断基準は水準というお話

があったわけですけれども、要するにベースラインではなくてレベルだから変動してい

くという、そんな含みも持たせているということですか。だんだん水準を上げていくと

いう、そういう意図があるのですが。 

岡田副委員長 まさにそういうことで、もしａ評価をつけてしまうとａなのでということ

で、改善課題が見えていたとしても、コメントはやっぱり評点と連動して均一としよう

ということになっていくので、そうすると、改善課題はわかりながらも書けないという、

そういうところも今まではあったと思うんですよね。それを、ここまでのところは多く

の施設で見られる状態がｂだというふうに共通理解をもって、さらにａ評価というのは

際立たせる形で結果に出てくるということで、この水準を目指そうというような、そう

いう、言ってみればほかの、例えば保育園が評価を受けて、ほかの同じ業界の他園がａ

がついていたという意味で、それをなぜａなのかなということで、読んで見てなるほど、

この水準のものがａなんだというようなふうにストンと落ちるような、将来的には、理

想的な話を申し上げていますけれども、そういうようなａ、ｂ、ｃのような活用の仕方

ができていけばいいかなとは思いますね。 

中島委員長 この委員会で取り上げることではないのかもしれませんけれども、保育所保

育指針との関係は将来的にはすり合わせというか、そういう方向には向かっていくので
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しょうか。 

岡田副委員長 もう平成30年度を目指して、今、新保育指針、検討されていますけれども、

残念ながら、今のところは第三者評価基準のガイドラインはそちらでつくって、当然、

保育指針の動きを前提にしてつくっていくというような、そういうような動きですね。 

中島委員長 まだ、はっきりとリンクさせていくところまでは行っていないということで

すね。そのほかいかがでしょう。 

資料１の３ページにあります、長野県の評価基準の改正、特に②の内容評価基準につ

いて別添１－４、Ａの１の（２）の①、あるいはＡ－１の（４）の②、この点について

皆様から御意見等あれば伺いたいんですがいかがでしょう。 

Ａの１－（４）の食事の内容については、着眼点の中でも説明はあったと思うんです

けれども、内装に木材を利用というのは何の説明もなく、そのままの用語だったように

思うんですが、これは何か理由があるんですか。 

事務局 いや特段、理由はないです。保育所の内装に木材を１カ所でも利用してもらって

いたらいいですという判断の中で。 

中島委員長 何か根拠があったほうがいいように思うんですけれども、いまさら難しいで

すか、木のぬくもりがいいとか、何か理由づけできませんか。 

事務局 これは、介護老人福祉施設なんかを新しく建築したり、改築したりする場合も、

県産の木材を使うことが好ましいというような、それは家庭的な雰囲気とかそういうこ

とで、木材を使うことはすごくいいと思います。それプラス、郷土のものを使うとなお

いいということで、県産という言葉はついていますね。 

中島委員長 保育所のほうは、ただ、内装を木材というだけなんですよね。 

事務局 この項目を加えましたのは、現在の最低基準のほうで使っている言葉で、内装等

には木材を利用しているという、利用することという項目がありますので、評価項目の

ほうに加えさせていただいたんですけれども。最低基準上は、その県産材というのは縛

りもございません。もちろん県産材を使っていただくことのほうが望ましいことではあ

るんですけれども、条例上そこまで縛りがないので、ちょっと大きめの表現で、内装等

には木材を利用してくださいということで、項目として加えているところです。 

中島委員長 最低基準に示す木材というのは、長野県の条例の前に、厚生労働省が告示を

した基準がありますね。それを上回る基準として長野県独自に木材が入っているという

ことなんでしょうか。 

事務局 そういうことです。 

中島委員長 その理由は何かあったんですか。 

事務局 それはやはり家庭的な雰囲気、よりよい環境の形成ということで木材を使ってい

ただくほうが望ましいということで加わっております。その辺、着眼点のほうにもう少

し丁寧に加えることも・・・・ちょっと言いっぱなしなもので。 

中島委員長 可能ですか。それがあったほうがいいように思うんです。ただ単に木を使っ
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てというのでは何でと言うことになります。食育に関連したり、地産地消に関連したり

して書かれているので、この場でちゃんと説明したほうがいいんじゃないかと、私は思

うんです。 

事務局 ご意見を踏まえて検討してまいりたいと思います。 

中島委員長 そのほかいかがでしょうか。 

あと、３ページの③の保育所利用者調査表についてはいかがでしょうか。長野県独自

基準となっていますというところを事務局からも少し補足をしていただけますか。利用

調査表については、長野県独自基準というのは、ほかではやっていませんということで

すか。 

事務局 こちらのほうにつきましては、長野県独自で定めているわけですけれども、ほか

の県でもやっています。独自基準かどうかについての数の把握はできていませんが。長

野県として一応、利用者調査を開始しているということで、ちょっと改正がかなり古い

んです。平成20年３月修正ということで、年度でいいますと平成19年度の改正だったも

のですから、その後、改正が一切行われていません。 

中島委員長 事務局からの説明がありましたけれども、独自にやってもらう調査は非常に

いいことではないかと思うんです。中身あるいはもう少し加える何かがございましたら、

ご意見いただけるとありがたいんですが、保育関係の方がいないのでちょっと難しいの

かなと思いますけれども。 

事務局 この利用者調査は、第三者評価には必ず利用者調査というのはあるので、どの県

でも利用者調査はやるわけですけれども。 

ほかのこの、何というか基準解説ですとか、そういうものは国で示されたものをその

まま使っているんですけれども、利用者調査については特に国のほうで、こういうひな

型というのはなくて、そういう意味で独自という言い方になってございますので、どこ

の県でもやっていることでは、利用者調査というのはあります。 

中島委員長 利用者調査をやることになって、この内容は長野県独自なんだということで

すね。 

事務局 そうですね、国で何か示されているガイドラインではないので独自につくってあ

るという、この第三者評価をするために、ご家族なりから聞いた、聞くとうまくできる

内容というか、聞いておかなければいけない項目を拾い出しているというイメージにな

っておりますので。 

中島委員長 その点、評価機関の側ではどうでしょうか、清水委員さん。 

清水委員 保育所をまだやっていない、私自身はやっていないのですが、利用者調査はそ

この施設とか、その何というか、高齢者の場合だったら聞き取りでやったりとか、それ

とか社会的養護の場合だったら、出せる保護者の方に出してやるとかということで、そ

れぞれの状況にあわせてやっていますが。利用者調査というのはもう必ずついているの

で、これでもって利用者さんのお気持ちもわかるし、これの結果を見て、調査を受けた
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施設の方も新しい発見ができたということでは必要かと思われます。内容はあまり多い

と記入するほうも多分大変なので、県のほうで精査してこれができたのではないかと思

っております。 

宮下委員 質問なんですけれども、この調査というのは、例えば保育所の方とかにちょっ

とお聞きしたりしながらという形ですか、それとも県のほうだけで独自で調査されたと

いう形ですか。 

事務局 県が調査するわけではなくて、評価機関が・・・。 

宮下委員 そうなんですけれども、この要旨の内容というのはどなたがこう考えられたと

いう、これはもともとの基準、例えばここまで満たしていると、何か評価として保育園

がいい、保育園側として、例えばなんですけれども、私も、自分は子供がいるので、例

えばチェックをしていくときに、例えば問16の急な残業や不定期業務への対応は柔軟に

行われていますかとかというところで、例えばそれが「はい」とか「いいえ」と書いた

ときに、それがやっていないと、保育所というのはだめだという考え方で合っています

か。基本的にはそういうのも柔軟にやりなさいという考え方、やっぱりどうしても親御

さんなので、こう書かれるとそれが保育園ではやって当たり前なのかなという基準みた

いなふうにイメージとしてとってしまうのではないかと思ったんですね。 

そうすると、やっていない、今、保護者が書いたときにやっていない保育園とかに対

して、もっとこれ柔軟にと書いてあるんだから柔軟に対応できるようにしていかないの

と、結構、保育園によっては本当にすごくうるさいというか、厳しいところも結構あっ

たりするので、それは、その保育園とか幼稚園次第なのかなというふうに、保護者側と

いうか私なんかは周りのお母さん方とそんな話をちょっとしたりしていたんですけれど

も。実際は、柔軟にできるような体制を組まないと、保育園というのはだめなんだとい

う考え方であっていますかという、これ一つでいくとそんな感じの、トラブルになると

いう言い方はオーバーなんですけれども、やはりその不満とか不平につながる、保育園

に対する不平とか、不満につながるような形にならないのかなというのはちょっと心配

はありますけれども。 

中島委員長 誘導されてしまうという感じなんですね。例えば問10「散歩で戸外へ出る機

会が多いですか」というのなら、多いところがいいのではないかというような。 

宮下委員 そうです。 

中島委員長 だから、これが多いとか、少ないとかという答え方だったら実態がわかるの

かもしれないということですね。その点はいかがでしょうか、事務局は。 

事務局 すみません、今、いただいたご意見に関してなんですが、こちらの項目、従前か

らの項目なんでございますけれども、そうしたほうが望ましいというような内容も含ま

れておりますし、そうしなければならないというような内容も混在しているのが事実で

はございます。園とトラブルにはならないように、内容はやはり精査するべきだと考え

ておりますけれども、より望ましい園の運営のために、園のほうの意識としてもそうい
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ったニーズがあるということを把握するために、必要な項目ではないかということで入

れさせていただいております。 

ニーズ調査といいますか、保護者の方の、利用する方の意見をお聞きする機会でもあ

りますので、そういったことで、このような項目を入れさせていただいております。 

宮下委員 私ももともと保育士だったりするので、保育園の職員さんなんか、友だちかな

り多いんですけれども。やっぱり親御さんと保育士とのトラブルというのは非常に難し

い問題を抱えているというお話をよく聞くので、このアンケートは必要だと思うし、大

事だと思うんですけれども、やっぱりやっていく上で、それがトラブルにつながらない

ようにぜひ配慮してあげて欲しいなというのが気持ちとしてはあります。 

事務局 運営していく中で状況を判断しまして、適宜、検討を加えていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

中島委員長 状況実態調査だと思うんですよね。それがニーズ調査のようになると、ちょ

っと趣旨が違うのかなと思うのが１点です。それから、三択なんですけれども、全ての

親御さんが保育内容に関心を持って見ているかどうかというのも微妙なところが、ある

ような気がします。そうすると、「わからない」という選択肢を入れたらいいのかどうな

のかも非常に微妙なんです。そういう選択肢も検討というか、ほかのと比べながら見て

いただけるといいのかなと、今日思ったところです。その点、宮下委員さんどうですか。 

宮下委員 そうですね、ちょっと自分で、実はちょっと自分だったらどうかなとチェック

していたんですけれども。 

私、今、自分が預かっている保育園に対して余り不満とかもないので、非常に「はい」

とか「いいえ」とかは判断しやすいなと思いながら、一つ一つ見ていくと、これ、あの

お母さんなら「いいえ」とやるだろうなとか、その後、ちょっとトラブルになるんじゃ

ないかなとちょっと思いながら、頭の中ではそんなふうなイメージはちょっとありまし

た。正直に言うと。 

今、お話したどちらとも言えないというところも、難しいですよね、そういう・・・

ちょっと保育園の、保育園で預かっている保護者さんが、うちはすごく少ないところで

預かっているんですけれども、すごい人数のところも全部やるということですよね、可

能な限り。保育園、一つの園についても何百人と預かっている保育、そこまではないん

ですか、保育園自体は今。 

事務局 何百まではいっていないです。 

中島委員長 長野県ってどのくらいなんですか、大きいところは、東京だと200人弱ぐらい

の規模はありますよね。 

事務局 200人規模はあります。 

中島委員長 ありますか。 

宮下委員 そこに全部利用者が全部書いてもらってという感じですか、これじゃないです

ね。 
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事務局 全員ではないです。 

宮下委員 そうなんですか。これは何か絞って、どういうふうにしようかというのはこれ

からという感じなんですか。 

結構、保護者さん同士のつながりも非常に強いんですよね、保育園って。なので、こ

ういうのが始まれば、多分、皆さんの中でやり始めるかなというところで、ちょっとト

ラブルになりやすいのは・・・ 

桜井委員 実は高齢者福祉のほうも非常に介護そのものへの差別や偏見があって、大事な

職業ではあるけれども、非常に上からというようなところを感じています。ただ、私た

ちもいろいろな質問の中にたくさん説明をしたり、文書でサインをいただいたりしても、

事前にサービスについての説明はありましたかというと「いいえ」に丸があったり、苦

情に対する窓口の説明はありますかとか、それが設置箱があるのはご存じですかみたい

なところでも「いいえ」と、たくさんそういうのがあるんですね。 

というのであれば、ではそれをわかっていただくために、私たちはさらに努力はどう

いうふうにしなければいけないか、やっぱり、今、抱えているそういうお母さんたちの

問題というのは確かにマスコミなんかにもあります。それは私たち高齢者福祉の中でも

あるんですけれども、ただ、それに対して、こちらでお互いに理解し合えるにはどうし

たらいいかという、その接点を考えていくような仕組みというか、そのための一歩だと

思うんですね、こういうのは。 

なので、これを受審する意味合いというのは、単にマイナス面で捉えるのではなくて、

お互いの、この質問、その内容そのものだけではなくて、私たちが気づかないところで

のニーズを、あるいはお互いに理解し合えないところをどうやって理解し合っていくか

という意味で、やっぱり私は大事なことかというふうに思います。一気にはいかないけ

れども、例えば次の受審までにはこういう努力をしようとか、ほかにうまくやっている

ところがあれば、そういうところを参考にして自分たちの施設をもう一回見直すとか、

そんなふうに考えられればいいかなというふうには思っています。 

中島委員長 受審する側の、施設の側の受け取り方の問題だと思うんですね。そのほかい

かがでしょうか。 

岡田副委員長 東京都も似たような、こういうアンケートを当然する中で、東京都はどう

いう位置づけでこの利用者調査をしているかというと、この項目、一つ一つの問いの１

からずっと細かい細項目については共通項目ということで、こういった質問をつくって

くださいということで、あくまでもサンプル的に、こういう質問はどうでしょうかとい

うふうになっているんです。 

例えば先ほどの問い16番の、開園時間内であれば、保護者の急な残業や不定期な業務

への対応は柔軟に行っていますかと、やっぱり打ち合わせに行ったときに、この柔軟に

行われているという言い方、柔軟にやることが保育所に求められているんですかという

ことがあるので、そこを少し、当然聞きたいところは、開園時間内の時の急な残業とか
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不定期な業務についてどういう対応をしているかというところを聞きたいので、そうい

う柔軟なという言葉を違う表現にして、言い回しを変えて実施するということはあるん

ですね。で、それは実際、最初の打ち合わせの段階で、逆にやりなさいということにな

っているんですね。 

ですので、ここのそれぞれの問いが、非常に誘導しているようなふうに思われるもの

については、実際の調査開始の前の段階ですり合わせをしていくというようなことと、

あとは逆に必ずでもここの領域の質問をしてくださいと、それ以上、さらに聞きたいも

のについても、当然、最初の打ち合わせのところで、保育所側と評価機関側で話をして

追加することも十分ですということと、もう一つは、「はい」「どちらともいえない」「い

いえ」、判断がつかない方は次の質問に行ってくださいみたいなただし書きをつけたりし

て、ですから、実際はわからない場合とか判断がちょっと難しい場合は飛ばしてくださ

いみたいなことを、ご記入の仕方についてのところで記入をして配るとか、ちょっとこ

の項目そのもの、一字一句変えないまま使うのかどうなのかというところは明確にして

おいたほうがいいかと思いますね。 

中島委員長 その点も検討していただいて、お願いいたします。 

そのほかございますでしょうか、時間の関係もあって、ないようであれば、次に移り

たいのですが、よろしいでしょうか。 

 

（３）保育所における第三者評価の受審について 

 

中島委員長 次は会議事項（３）保育所における第三者評価の受審についてを事務局から

お願いいたします。 

 

事務局 資料３の説明 

 

中島委員長 ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。い

かがでしょうか。 

公立保育所に対する費用助成はないわけですよね。今までネックになってきたのが公

立だったかと思うんですが、その点はどうでしょう、説明で何とかなりそうですか。 

事務局 今回の予定を聞いたところでも、やはり市町村によって温度差はあります。やる

という市町村もありますし、努力義務なのでという温度差もあるんですけれども、努力

義務とはいえども、受けないという理由は中々成り立ちませんので。 

そもそも公立保育所の運営費というのは、ご存じのとおり一般財源化されておりまし

て交付税措置されております。仕組み的にはその中にもう受審の費用というのは入って

いるはずなんですけれども、私立のような明確な加算というか補助制度ではないので、

なかなか薄まってしまっているというのが現状です。実際にそのお金が来ているかどう
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かわからないという部分がありまして、なかなか二の足を踏む部分ではあるんですけれ

ども、一般財源化の中に含まれているものという説明は成り立ちますので、その点も踏

まえまして、引き続き市町村とお話はしていきたいと思っております。 

中島委員長 そうすると、担当者の認識次第というか、認識によっては変わっていけると

いうことですね。 

それから、気になるのが、社会的養護でもそうだったんですが、どうしても最後の年

に偏りがちになって、もしこのとおりになったときには非常に大変なことになるかとは

思うんです。その点についてはどんなならし方をするのですか。 

事務局 この数字を示しながら、19市の課長会議ですとか、私立の保育所等理事長会議と

か、この資料を示しながらできるだけ平準化してまいりたいと考えております。 

中島委員長 そのほかいかがでしょうか。他県の状況で、岡田副委員長さん何かご存じの

ことはありますか。 

岡田副委員長 非常に積極的な調査をしていただいて非常にこれすばらしいなと思います。

率直に感じたのはそういうところで、先ほどもありましたように、受審予定の把握をし

ていないところがほとんどの中で、長野県は非常に進んでいるなという印象を受けまし

た。 

一方で、５年に一回の受審ということを考えたときに、本年度に当たる平成28年度が

今１カ所しかない。今、お話伺って、それをこれこの状態でどうでしょうかということ、

普及のために使われていく資料ということで認識すればいいんですけれども、このとお

りになってしまうと、多分、非常に厳しい状況になるかなと。特に31年度、最終年度の

ところで、予想されるのが評価を受けたくても受けられない、それで今年度中に受けな

ければいけないというようなことになったときに、評価機関のほうもやっぱり数よりも

質をしっかり、１園１園しっかりと評価活動をしたくても、件数が多くなってしまうと、

手を抜きたくなくても手を抜かざるを得なくなっていくような状況もやっぱりなってし

まいますし、逆に手を抜いてしまった結果、批判なんかが出てしまった暁には、非常に

この制度は何なんだというようなことになってしまってもいけませんので、もう５年間

という数値目標がされているところを、非常に配分をうまくしていく努力は続けていか

なければいけないかなというふうに思います。はい。率直に感想を述べさせてもらいま

した。 

中島委員長 評価機関の側からすると、どうですか、清水委員さん。 

清水委員 どうですかというと、やっぱり集中的に件数が増えてくると、どこの調査機関

も調査員は限られていますので、かなり厳しくなるかなとは思います。やっぱりある程

度余裕があって、きちんと一施設ずつ見ていけるほうがいいと思います。特に保育所の

場合、始まるところですので、このポイント、考え方と評価のポイント、評価の着眼点

とかというのをきちんと読み込まないと、ａ、ｂ、ｃの判断もできませんので、お互い

が納得いくようにしていくためには、ある程度、ならしていただいて、年間幾つぐらい
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というふうにしていただいたほうがありがたいかなとは思います。 

中島委員長 県内の評価機関の数と、評価機関は別に県外でもいいんでしたか。 

事務局 認証評価機関は、現在のところ６評価機関ございます。それで評価調査員の方が

現在、平成28年４月１日現在で70名となっております。 

中島委員長 仮に県内の評価機関でやるとなると、保育所に対応できるだけのキャパシテ

ィは、あるんですか。そこら辺は県の認識と、それから現在やられている、例えば清水

委員さんのところで何件ぐらいやられていて、そうすると、保育所をやるとしたらどれ

くらいなのかみたいなことを数字でつき合わせていくと、これだけの数をあと４年で、

今年が１件ですから、物理的に数字上でこなしていけるのか疑問がわきます。 

清水委員 ちょっと私は具体的にそういうのをまだ見ていないのでわかりませんが、各評

価機関がやはり、それぞれのメンバーとあわせて検討していく、それで問題点を挙げて

いかないといけないのではないかなと思います。 

中島委員長 評価機関の中でも、例えば介護福祉士会は非常に少ないですよね、多いとこ

ろと少ないところの差がある。 

清水委員 それとアンケート結果とか見ると、過去の評価内容とか、それを、実績を見て

とかというところもあって、そういう形で選んでいらっしゃるところもあります。そう

いう意味ではその保育所がどこを選んでいくのかというところは、初年度とか２年度と

かというところで、どんな内容の評価をされたかというところにもかかってくるかと、

内容的なことにもかかってくるかなと思います。それぞれの評価機関は心して、どうい

うふうに自分たちは受けていくのかというのをやっぱり検討せざるを得ないのではない

かと思います。 

中島委員長 県のほうで何かコメントはありますか。 

事務局 70名の方に本当にフルにやっていただけると、おそらく200を超える保育所の評価

はしていただけるものかと思っているんですけれども。そうはいっても、ほかの事業の

対応もございますから、できるだけ平準化したほうがよろしいというのは、もちろん認

識しているところでございます。 

中島委員長 岡田副委員長さん、どうぞ。 

岡田副委員長 東京都の例をいうと、やっぱり年度初めに各評価機関にアンケートをとら

れるんです。今年度、次年度になりますけれども、年度末に聞かれるんですけれども。

翌年度は大体保育分野は何件ぐらい、障がい分野は何件ぐらい、社会的養護は何件ぐら

いという、そういうある程度の見積もりというか、何件ぐらいを各評価機関が予定して

いるのかということなので、もし間に合うようであれば今年度、今年度についてはこう

いう、評価機関があってこれぐらいの件数を予定しているというような数字が出ていま

すというのを抱き合わせて検討すると、これはちょっと31年度はちょっと厳しいのかな

とか、そんなふうになるかなと思いますね。 

中島委員長 かなり計画的に、こちらがデータを示して持っていかないと、数の問題があ
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るから厳しいということですよね。 

事務局 ご意見、参考にさせていただいて取り組んでまいりたいと思います。 

 実際のところ、県内、昨年度を見ても41件というような件数で、それほど多い件数では

ないもので、どの評価機関がどの程度できるのかというのはちょっと見極めが難しい部

分。実際にデータでいきますと、70名いらっしゃるんですけれども、昨年度で見ると、

年間の活動回数が１件もなかったという方が実は32名いらっしゃって、１件だけという

方が16人いて、２件という方が５人で、あわせて53名、76％の方は年間活動回数２回以

下となっているんです、実は。 

ただ、この方たちがどれだけできるのかというと、それぞれ事業所でも働いておられ

るので、参考までに、最高にやられた方というのは15回行っていますという方がいらっ

しゃって、平均値も出しようがないというか、どのくらいできるのか、よく実際動いて

みないと、動き出してみないと、わからないというのが実際の実情になっている部分か

なと。 

ある程度、ニーズが見込めてくれば、評価機関のほうでも評価研修、評価調査者の新

たな養成研修とか、そういうところにも出していくんだと思うんですけれども。今の状

況だと、そういうふうに踏み切っていいのか、いけないのかもちょっとわかりづらい部

分、実際、保育所の過去の件数を見れば本当に何件、数件、２～３件しかない状況なの

で、ちょっとそれも見極めが難しいかなと見ているところであります。 

中島委員長 なかなか難しそうですね。 

事務局 こちらとすれば、できるだけ標準化してもらいたいというのがとにかく、これは

確認したいと思います。 

中島委員長 ぜひそれはお願いします。そのほか、いかがでしょうか。 

時間はまだあるんですが、なければ、次に進みますが、よろしいですか。 

 

（４）平成27年度長野県福祉サービス第三者評価事業報告について 

 

中島委員長 それでは、会議事項（４）平成27年度長野県福祉サービス第三者評価事業報

告についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 資料４の説明 

 

中島委員長 それでは、資料４－１の福祉サービス第三者評価実施状況にかかわって、ご

意見、ご質問等、あるいは感想等でもよろしいんですが、いただけますでしょうか。 

昨年度は今まで最高といっても41件なんですね。それでも増えてきていますよね。こ

の点は何か、増える要因があったんでしょうか。 

事務局 平成27年度の新規受審件数が、29件ありまして、そのうちの18件が医療法人の受
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審でございます。これにつきましては前年度（平成27年度）、平成27年９月に居宅介護支

援費にかかる特定事業所の集中減算の対象サービスの拡大に伴いまして、医療系サービ

スも集中減算の対象となったこと。その除外条件の一つとして、第三者評価を受審すれ

ばいいといいますか、なりまして、医療法人系が今回増えたと分析しております。あと

は普及促進に努めた結果と思っております。 

中島委員長 少し政策誘導というか、そういうのがあってという意味合いですか。 

事務局 そうですね。この集中減算の関係につきましては、ちょっと居宅介護支援費の関

係がありまして、平成27年９月までは訪問介護、通所介護、福祉用具の貸与の３サービ

スに限っての集中減算だったんですが、平成27年９月からにおきましては全サービスが

対象となったことから、この除外条件として、福祉サービス第三者評価の受審があった

と思います。 

中島委員長 そのほかいかがでしょう。 

アンケートのところで位置づけられたこと、あと評価機関の側で何か感想等ありませ

んか。すみません、清水委員さん、お願いします。 

清水委員 いつもアンケートを見せていただいて、本当にもっと勉強していかなければい

けないなということをいつも思います。 

今回、今、お話があったように、医療系の訪問看護と訪問リハビリのほうもやらせて

いただきましたが、アンケート結果なんかを見ると、専門的な知識でどうなのかという

のがちょっと載っていましたので、本当に調査者としましてはきちんと専門的知識、訪

問看護とはどういうところなのか、訪問リハビリとはどういうところなのかというとこ

ろをさらに知識を深めていかなければいけないということと、それと、あと受ける側が

大きいところと小規模なところがやはりありますので、その辺のシステムの違いなんか

も、やっぱりこちらとしてもきちんと理解しないと、なかなかスムーズに調査が行えな

いのかなというようなことは、このアンケート結果なんかを見ても感じます。これから

また、さらに訪問系のところで幾つか出てくるとは思うのですが、私自身も勉強してい

かないといけないなということを、アンケート結果を見て思いました。 

社会的養護のところで、前回のときは、なかなかよかったという意見が少なかったの

ですが、今年はよかったというところがほとんどだったので、その辺は私も社会的養護

をやらせていただきましたので、ちょっとホッとしたところです。 

やはり新しいところをやると、そこでやっぱりいろいろな課題が出てきますので、評

価機関、評価者としてもその辺をきちんと、どんなところをもっと改善しなければいけ

ないのかなと自分自身、きちんと把握していくと、スムーズに行くのかなというふうに

は思いました。 

中島委員長 社会的養護の評価では、それほど問題がなかったというのは、一度やるとそ

こら辺の、何というんでしょうか、要領といいましょうか、この関係がわかるという、

そういうこともあるんですか。 
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清水委員 ３年前にやった乳児院とかが、もう３年たつからまた次というふうに依頼が来

たりしますと、前回やったのがよくて、また選んでいただけたのかなというような思い

もあるんですけれども。 

やっぱり調査者も慣れてくると、いい意味で慣れてくると、何というか、言葉かけ一

つにしても、資料を見せていただくにもより深く見えたりすることがやはりいいのかな

という気はします。 

中島委員長 いい意味での慣れというか経験ですよね、場数というか。そういったところ

はあるのでしょうか。 

清水委員 それはあるんじゃないかと思います。 

中島委員長 受ける側ではどうですか。 

礒野委員 今回、介護系のところで、集中減算の回避というところでの受審をされたとこ

ろがあって、そことお話を私、今年ちょっとすることができたんですけれども。そのと

きにおっしゃっていたのは、本当にやってみて、すごく自分たちがやっていることを、

普段やっていることに対して評価をしてもらって、すごく自信になったというふうにお

っしゃっていたのがとても印象的でした。減算回避のためにやったという動機はそれだ

けだったんですけれども、やってみてとてもよかったというお話があったので、そのこ

とをお伝えしたいなと思って。 

ちょっとこのアンケートの中に一つだけ、訪問リハビリの事業所を評価している文章

とは感じにくい設問がたびたびあったというのが、12ページのその３のところにあるん

ですけれども、その設問の仕方というのにちょっと工夫が、もしかしたら今後、必要な

のかなというふうには思ったんですけれども。 

中島委員長 12ページの３のとこですか。 

礒野委員 真ん中ら辺に、訪問リハ事業所を評価している文章とは感じにくい設問と、今

後、受けていってもらうためにもそこはちょっと変更したほうがいいと。 

中島委員長 この点は具体的にどうしましょうか。 

清水委員 例えば、訪問看護も訪問リハビリも、そのボランティアの受け入れとかという

ようなことは、訪問系はされていないわけですよね、利用者さんのお宅に伺うので、そ

ういう項目は県と相談しまして、もう該当外ということでやらせていただきました。た

だ、受けるほうはそういう報告があると、やっぱりそれきちんと見ていかなければいけ

ないので、そのあたりがもう少し、訪問系は訪問系でというような意見は出されました。 

中島委員長 県の側は今の扱いで、よろしいですか。 

事務局   はい、清水委員さんの回答どおりで。 

岡田副委員長 つけ加えると、あらかじめわかっていたほうがいいですよね。自己評価の

段階であれと思って、多分、訪問調査の段階で非該当となったということですよね。 

清水委員 ではなくて、もう説明のときに、これはもうやらなくていいということで、最

初に説明させていただくときに、それは除外させていただきました。 
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岡田副委員長 ありがとうございます。 

中島委員長 よろしいですか。そのほかいかがでしょう。社会的養護では松代福祉寮さん

は受けたんでしたか。 

宮下委員 今年受ける予定にはなっております。話はちょっと意見としていろいろ聞いて

はいる状態なんですけれども。 

感想でよければ。質問事項の全体的なところでいくと、30ページの問３の契約金額の

ところが、社会的養護と社会的養護を除くところにこれだけ大きな開きがあるというの

は、助成を受けているから社会的養護は25万円から30万円の範囲内がベストかななんて

いう意見が多く出ていて、逆に社会的養護の以外の施設さんはやはりできるだけ安くし

て欲しいなという、満足度を見ると非常に高い満足度を得ているんですけれども、金額

で考えると、低くして欲しいというような状況ですので。 

ほかの感想のところを見ていくと、中にはもう少し安くしてできるだけもっと多く受

けていきたいというか、そういうような感想もございましたので、実際はそういう意味

合いも込めてのこれだと思うんですけれども、すごくはっきり出ているなというふうに

は、正直思いました。 

実際、どれくらいの費用が平均的に今、かかっているのかというのがちょっと見えて

いないので、やっぱり業者さんによっても多少違うのかなとは思うんですが、大体、ど

れくらい第三者評価機関にお金が、その１回に対してというのは、今、県のほうは把握

をされている状態なんですか。 

事務局 平均で、社会的養護は30万8,000円ですか、これは国一律の金額になっているかと

思うんですけれども。社会的養護を除く受審料金というのは各評価機関の皆さんが、ワ

ムネットさんのほうを通じて公開を出していると思うんですけれども、平均20万円から

30万円ぐらいだと分析しておるところです。 

中島委員長 長野県の場合は、もうちょっと低そうな感じはしますが。社会的養護のほう

が、お金をかけられるということですね。 

宮下委員 そうですね、というふうに見えてしまったなというのが正直あります。 

こんなに評価が高く、皆さん「いい」とか「はい」というのが非常に多い割には、や

っぱり金額的には安くして欲しいという強い思いが出ているのかなというところで、回

答数にもよると思うんですけれども、社会的養護は金額もこれでいいし、満足もしてい

ますという評価なのかなというのが非常に感じられた部分かなというふうには思いまし

た。 

中島委員長 わかりました。そのほかいかがでしょうか。 

実施状況のところでないようであれば、２の普及啓発活動、継続研修ですか、その点

でご意見、ご質問があればいただきたいんですが、岡田副委員長さんから何かあればお

願いします。 

岡田副委員長 一つ質問で、２の（３）の個別受審勧奨というのは、これ効果があったか
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どうかというようなところはどうなんでしょうか。社会福祉法人１カ所にされたんです

よね。 

事務局 障がい者の施設に行きまして、１件の受審勧奨を行ったわけなんですけれども、

ちょっと結果には結びつかなかったです。 

岡田副委員長 なるほど、わかりました。あとは、私も担当している３番目の継続研修の

ところの結果を見せてもらうと、演習のほうは結構満足度が高いというのは、多分、経

験を重ねていきたいという思いの、多分、評価調査者の方が多くて、実際、評価活動も

実際されている方も徐々に増えてこられて、でも実際に悩みもあったりとか、そういっ

たことで座学、講義型のものよりも演習型でお互い、自分自身が調査したときは、この

評価をしたときはこうだったみたいなことが徐々に高まってきているのかなと、そこで

確認したいというところも見えるかなというのが感じたところです。演習型の研修とい

うのはやっぱり続けていっているのかなというのが率直な感想です。 

中島委員長 そのほかいかがでしょう。よろしいですか。ないようであればば会議事項の

（５）にまいります。 

 

（５）平成28年度長野県福祉サービス第三者評価事業計画について 

 

中島委員長 それでは、会議事項（５）平成28年度長野県福祉サービス第三者評価事業計

画についてを議題といたします。事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局 資料５の説明 

 

中島委員長 ただいまの説明について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか、いかが

でしょう。 

私から一つ要望です。保育所を今年からやるわけですけれども、村レベルの保育所だ

と、これだけのものを持っていくと、ちょっと抵抗感があるというようにも思います。

自治体の担当者と、それから保育士さんがどの程度うまくいっているか、いっていない

かもあるとは思うんですけれども、なるべく現場も受け入れやすいような説明というの

か、ちょっと言い方は難しいんですけれども、そんな配慮をぜひしていただきたいと思

います。 

私の知っている村だと、３カ所あるにしても、保育所長さんは一人で、それぞれの旧

村単位で保育所が１カ所あって、２人か３人ぐらいしか現場の方がいない、事務的な方

もいない中だと、これをそのまま見るとちょっとなかなか難しいというか、ちょっと引

いてしまうところがあるんじゃないかという印象を持ったものですから、その辺も工夫

のほどよろしくお願いいたします。そのほかでいかがでしょうか。 

岡田副委員長 継続研修は実施するけれども、養成研修は実施、今年度しないということ



- 18 - 

なので、評価機関の立場からすると養成する、今年度、件数が多そうだから養成しよう

としても実際、評価者として本当に力を発揮してもらうにはやっぱり２～３年かかると

ころは実感としてありますので。 

先ほど来のお話ですと、今の70名の評価調査者の方がフルでやっていただければ200何

件できるかなというふうにおっしゃられていますけれども、今年度はそういった形で予

測されたということですけれども、来年度、再来年度、受審の状況を見ながら本当にこ

の、今の抱えている評価機関と評価調査者の数で足りるかどうかというのは、またご検

討いただければなと思いますので。 

中島委員長 そのほかいかがでしょうか。まだご発言されていない方もいらっしゃるので、

会議事項５にかかわらず、今日出席されて、感想でもよろしいので一言ぜひお願いをし

たいと思うのですが、和田委員さん、すみません、ご発言をお願いします。 

和田委員 今日はとても緊張しておりまして、皆さんのお話を聞かせていただいておりま

す。 

私は障がいのほうの事業所ですので、まだ受審の数も少ないというところで、先ほど

お金の件も出ましたけれども、多機能事業所だとそれぞれに費用がかかってしまうとか、

きっといろいろな事情があって、なかなか進んでいないのかななんていうふうにも思っ

ております。 

サービスの質の向上ということにとても役に立つということですので、法人挙げても、

事業計画のほうに盛り込んでいくような体制はとっておりますけれども、またお聞きを

させていただきながら当事業所でも受審をしていけたらいいかなというふうに思ってお

ります。 

中島委員長 ぜひ受審をよろしくお願いします。それから手塚委員さん、お願いします。 

手塚委員 私のほうでも昨年度は、短期入所生活介護のほうと通所介護のほうを受けさせ

ていただきました。受けた職員からは、やはり気づくところもたくさんあったというと

ころで、とてもいいということになりました。 

やはり、またこの第三者評価も繰り返し受けていくに当たっては、やはりさっきの保

育所の新判定基準と同じような形で、この福祉のほうも新しい評価のほうになっていく

と、さらに目標が変わっていくのではないかと思いますので、そこら辺をまた検討して

いっていただければありがたいと思います。 

中島委員長 それでは、松井委員さん、お願いします。 

松井委員 初めて委員会に出させていただきまして、わからないことがちょっと多くて勉

強だと思っていますが。 

ちょっと２点、感じたところがありまして、１点目は保育所のほうが義務化されてく

るというような評価のことがあって、それについてはどれだけ計画的に進めていくかと

いうのが議論になったかなと思いますけれども。 

私たち、私は障がいの分野の相談の分野なので、この平成24年から障がい者のほうも
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計画相談というのが始まって、なかなか、お金的にも入ってこないのでなかなか始める

事業所が少なかったというのが現状で、それをどうやって３年間の間にその計画、サー

ビスを使っている方に全員に計画を立てていかなければいけないかというところの話し

合いの中で、県が結構主導して各市町村に向けて、積極的にアプローチをしていったと

いうような、そういうところがあって、各市町村としては温度差がかなり激しいんです

けれども、なるべくやりたくないというところがあったころに、そうやって県が主導的

に何回も会議を開いてというようなところがありましたので、そんなところからこの受

審についても県が積極的に働きをかけてやっていただければなというようなところ、そ

こはひとつ思いました。 

それと、継続研修のところなんですけれども、ロールプレイなど、非常に大切な研修

かなということで、今、見せてもらいました。それで今年、昨年度ですか、受けた方が

69名ということで、70名のところ69名ということは一人受けられなかったということで

すよね。正当な理由がなくて受講しない場合はともかくというようなことがここに書い

てありますけれども、この研修というのは、座学みたいなものがあって、その後、ロー

ルプレイとか演習というような、そういう構成になっているかと思いますけれども。 

これを例えば年に２回とか開いて、受けられなかった方も受けられるような状況とか、

また先ほどもちょっと話があった、これから養成していくという部分も大事かなと思っ

ていますので、１回ということでなくてという、継続とまた養成とは違うかと思います

けれども、何か回数が検討されたらいいかなということは思いました。以上です。 

中島委員長 今の件についてはどうでしょう。２つあったと思うんですけれども、県が主

導でということ、それから後半は研修についてです。 

事務局 今後、こういった話がありましたので、県といたしましても検討してまいりたい 

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

後半の研修の関係ですが１名の欠席とされた方につきましては、ご自身の都合により、

今回、欠席されたわけでございます。 

一応、２回、場所は長野と塩尻の２会場でやっております。塩尻のほうにどうしても

集中するということがあるんですが、２回は実施しておるところです。 

 正当な理由で出席できなかった方については、後日レポート課題を出させていただい

て、それを講師に見ていただいて、レポート課題が評価点に達していれば継続研修を、

修了したとみなしています。 

中島委員長 救済というか、フォローしているそういう制度はあるということですよね。 

県のほうでは受審については、よく、やっていただいているんじゃないかと私は思い

ます。この委員会に関わっている中では、少しずつですけれども進んできているので、

今のペース、あるいはもうちょっとピッチを上げる必要もあるかもしれませんけれども、

進めていけばよいのではないかと思います。 

ただ何らかの形でインセンティブを持ってこないとなかなか受けてもらえないのは事
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実だと思うので、お金のない長野県に出せというのはなかなか、難しいことだとは思い

ますけれども、いずれは何か考えていただくようなことも必要なのではないかと思って

おります。 

そのほかいかがでしょう、今までのことを振り返ってでもかまいません。ご意見、ご

質問あれば。 

事務局 すみません１点、先ほどの養成研修の中で、実施していないというようなちょっ

と誤解になってしまっているところがあるんですが。養成研修につきましては、一応、

全国社協のほうで行う研修会に参加すると、私どもの修了者とみなしているという形が

ありますので、各評価機関のほうで新たに養成したいということになれば申し込んでい

ただいて、受けていただいているということで、例年、何名かは増加してくるというか、

増えてはいます。 

中島委員長 よろしいですか、特にご意見、ご質問がなければ、ちょっと早いんですが、

今日の議題は全て終了しましたので、終了ということにさせていただいてもよろしいで

すか。 

出席者一同 異議なし 

中島委員長 それでは県にお返ししますので、よろしくお願いします。 

事務局 ありがとうございました。先ほど会議の中でも話がありましたけれども、次回の

予定ですけれども、一応、10月ごろを予定させていただいております。詳細につきまし

てはまた改めてご連絡いたしますので、また日程調整のほど、よろしくお願いしたいと

思います。 

 

４ 閉  会 

 

中島委員長 どうもありがとうございました。お疲れ様でした。 


